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健全化判断比率及び資金不足比率審査意見 

の提出について 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項

及び第２２条第１項の規定により審査に付された平成２６

年度健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基

礎となる事項を記載した書類を審査したので、次のとおり

その意見を提出します。 
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注１ 文中に用いる金額は原則として万円単位で表示し、特別の表示があるものを除き単位未満は切

り捨ててある。 

２ 各比率はすべて百分率で表示し、単位未満は切り捨ててある。なお、前年度比については単位

未満を四捨五入してある。 

３ 各表中の符号の用法は次のとおりである。 

「－」･･･････････皆無又は該当数値なし 

「0」、「0.0」･････該当数値はあるが、単位未満のもの 

「…」･･･････････算出不能、無関係又は不明 

４ 各表中、負の値となるものは値の前に「△」を付している。 

５ 用語の定義等は特段の定めがある場合を除き、地方公共団体の財政の健全化に関する法律 (平

成１９年法律第９４号)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 (平成１９年政令第

３９７号) 及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 (平成２０年総務省令第８

号) の定めるところによる。
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平成２６年度川崎市健全化判断比率審査意見 

第１ 審査の対象 

健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担

比率）及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

第２ 審査の方法 

審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類につ

いて、一般会計及び特別会計並びに公営企業会計に係る決算の審査対象とされた書

類、地方財政状況調査表、公債台帳、交付税台帳、設立法人等財務諸表その他の関係

書類を照合するとともに、関係局長から説明を聴取し、その適正性について審査し

た。 

第３ 審査の期間 

平成２７年６月４日から同年８月７日まで 

第４ 審査の結果 

審査に付された健全化判断比率は、法令の規定に従って適正に算定されていた。ま

た、算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成されているものと認められ

た。 
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健全化判断比率の状況 

（単位：％） 

区分 26 年度 25 年度 早期健全化基準 財政再生基準 

実 質 赤 字 比 率 ― ― 11.25 20.00 

連 結 実 質 赤 字 比 率 ― ― 16.25 30.00 

実 質 公 債 費 比 率 8.2 9.1  25.00 35.00

将 来 負 担 比 率 115.3  111.5  400.00

地方公共団体は、上記の健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である

場合（当該健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上である場合を除く。）、財

政健全化計画を定めなければならない。本市においては、すべての比率において早

期健全化基準未満であった。 

実質赤字比率は、実質赤字が発生しなかったため算出されなかった。 

連結実質赤字比率は、連結実質赤字が発生しなかったため算出されなかった。 

実質公債費比率は8.2％で、早期健全化基準の25.0％を下回った。 

将来負担比率は115.3％で、早期健全化基準の400.0％を下回った。 

なお、最近５年間の健全化判断比率の実質公債費比率及び将来負担比率の推移を

みると第１図のとおりである。 
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〔参考〕 

実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質赤字及び連結実質赤字が発生しなかったため

算出されないが、実質赤字額及び連結実質赤字額を標準財政規模で除した数値を百分率とし

て推移を示すと、第２図のとおりである。 

それぞれの比率の対象となる会計等は、第３図のとおりである。 
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各比率の審査結果は、次のとおりである。 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

公 害 健 康 被 害 補 償 事 業 特 別 会 計

勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 特 別 会 計

墓 地 整 備 事 業 特 別 会 計

公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 特 別 会 計

公 債 管 理 特 別 会 計

競 輪 事 業 特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

病 院 事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計

水 道 事 業 会 計

工 業 用 水 道 事 業 会 計

自 動 車 運 送 事 業 会 計

卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計

港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

生 田 緑 地 ゴ ル フ 場 事 業 特 別 会 計

第 ３ 図 対象会計等の範囲
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１ 実質赤字比率 

実質赤字比率は、第１表のとおりである。 

第 １ 表 実質赤字比率 

（単位：千円、％） 

項    目 
金   額 

前年度比 
26 年度 25 年度 比較増△減 

実質赤字額(a+b+c=A) △ 425,131 △ 437,269 12,138 97.2 

繰上充用額*1(a) △ 1,031,613 △ 1,068,267 36,654 96.6 

支払繰延額(b) － － － … 

事業繰越額(c) 606,482 630,998 △ 24,516 96.1 

標準財政規模*2(B) 303,846,781 303,205,524 641,257 100.2 

(A/B×100) △ 0.13 △ 0.14   

実質赤字比率 － － 

早期健全化基準 11.25 

財政再生基準 20.00 

（注）実質黒字である場合、実質赤字額は負の値で表示される。この場合実質赤字比率は算出

されない。 

＜算定式＞ 

実質赤字比率 ＝ 
 一般会計等の実質赤字額 

標 準 財 政 規 模

実質赤字額 ＝ 繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額） 

 ＝ 歳入総額―歳出総額―翌年度に繰り越すべき財源*3

実質赤字比率は、一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する

比率である。 

当年度の実質赤字比率は、実質赤字額(A)がマイナス 4 億 2,513 万円となって

おり、前年度に引き続き実質黒字となったため算出されなかった。 

繰上充用額(a)はマイナス 10 億 3,161 万円となっており、実質黒字であるため

発生していない。支払繰延額(b)はなく、事業繰越額(c)は 6 億 648 万円であった。

これは、全額母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計に係るものであり、国の予

算から支出される福祉資金貸付債に伴うもので、母子父子寡婦福祉資金貸付事業

に係る剰余金は、後年度において貸し付けるための財源として、事業繰越として

取り扱うことによるものである。 

標準財政規模(B)は 3,038 億 4,678 万円となっており、臨時財政対策債発行可

能額が減少したものの、標準財政規模に算入される標準税収入額等が増加したこ

となどにより、前年度に比べ 6 億 4,125 万円増加している。
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*1 繰上充用額 

歳入不足のため、翌年度歳入を繰り上げて充用した額。 

繰上充用額 ＝ イ－｛（ロ＋ハ＋ニ）－ホ｝ 

イ：歳入歳出差引額 

ロ：継続費逓次繰越額 

ハ：繰越明許費繰越額 

ニ：事故繰越繰越額 

ホ：ロからニ及び事業繰越額、支払繰延額に係る未収入特定財源 

*2 標準財政規模 

標準的な一般財源の規模を示すものである。臨時財政対策債発行可能額を含む。 

*3 翌年度に繰り越すべき財源 

繰越事業等により翌年度のために必要とされる財源を繰り越したものである。繰越額から未収入特定

財源を除いたものと等しい。 
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２ 連結実質赤字比率 

連結実質赤字比率は、第２－１表のとおりである。 

第 ２－１ 表 連結実質赤字比率 

（単位：千円、％） 

項    目 
金   額 

前年度比 
26 年度 25 年度 比較増△減 

連結実質赤字額 

((a+b)-(c+d)=A） 
△ 28,455,935 △ 30,513,683 2,057,748 93.3 

実質赤字合計額*1(a) － － － … 

資金不足額合計額*2(b) 95,332 － 95,332 … 

実質黒字合計額*3(c) 834,545 928,110 △ 93,565 89.9 

資金剰余額合計額*4(d) 27,716,722 29,585,573 △ 1,868,851 93.7 

標準財政規模（B） 303,846,781 303,205,524 641,257 100.2 

(A/B×100) △ 9.36 △ 10.06   

連結実質赤字比率 － － 

早期健全化基準 16.25 

財政再生基準 30.00 

（注）連結実質黒字である場合、連結実質赤字額は負の値で表示される。この場合連結実質赤

字比率は算出されない。 

＜算定式＞ 

連結実質赤字比率 ＝ 
 連結実質赤字額 

標準財 政規 模

連結実質赤字額  ＝ （実質赤字合計額＋資金不足額合計額） 

     －（実質黒字合計額＋資金剰余額合計額） 

連結実質赤字比率は、全ての会計を対象とした連結実質赤字額の標準財政規模

に対する比率である。 

当年度の連結実質赤字比率は、連結実質赤字額(A)がマイナス 284 億 5,593 万

円となっており、前年度に引き続き連結実質黒字となったため算出されなかった。 

なお、一般会計等及び公営企業に係る特別会計以外の会計の会計別実質収支額

は第２－２表、公営企業会計の会計別資金剰余額は第２－３表のとおりである。 
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第 ２－２ 表 総計による会計別実質収支額 

（一般会計等及び公営企業に係る特別会計以外の会計） 

（一般会計等）     （単位：千円） 

会   計   名 歳入額(1) 歳出額(2) 
翌年度に繰

り越すべき財

源(3) 

実質収支額 

(1)-(2)-(3) 

一 般 会 計 611,317,889 607,318,105 3,819,465 180,319 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 904,575 298,093 606,482 －

公 害 健 康 被 害 補 償 事 業 特 別 会 計 216,838 76,947 －  139,891 

勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 特 別 会 計 96,011 96,011 － －

墓 地 整 備 事 業 特 別 会 計 253,237 105,981 42,335 104,921 

公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 特 別 会 計 1,958,585 1,958,585 － －

公 債 管 理 特 別 会 計 216,942,537 216,942,537 － －

小  計 425,131 

（一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外の会計）  

会   計   名 歳入額(1) 歳出額(2) 
翌年度に繰

り越すべき財

源(3) 

実質収支額 

(1)-(2)-(3) 

競 輪 事 業 特 別 会 計 17,351,134 17,228,150 － 122,984 

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 129,332,078 128,415,845 916,233 －

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 13,058,678 12,433,501 625,177 －

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 75,763,327 75,476,897 － 286,430 

小  計    409,414 

合  計    834,545 

（注）歳入額及び歳出額それぞれの総計を一致させるため、各会計において端数調整を行って

いる。 
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第 ２－３ 表 会計別資金剰余額（公営企業会計） 

（地方公営企業法適用企業）     （単位：千円） 

会   計   名 
流動資産等 

(1) 

算入地方債 

(2) 

流動負債等 

(3) 

資金剰余額 

(1)-(2)-(3) 

病 院 事 業 会 計 9,951,868 － 4,930,209 5,021,659 

下 水 道 事 業 会 計 15,983,584 － 11,736,764 4,246,820 

水 道 事 業 会 計 18,827,704 － 8,637,998 10,189,706 

工 業 用 水 道 事 業 会 計 9,617,352 － 1,878,154 7,739,198 

自 動 車 運 送 事 業 会 計 1,410,133 － 1,505,465 △ 95,332 

小  計 27,102,051 

（地方公営企業法非適用企業）     

会   計   名 歳入額(1) 
算入地方債 

(2) 
歳出額(3) 

資金剰余額 

(1)-(2)-(3) 

卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 1,374,242 － 1,374,242 －

港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 3,726,385 － 3,347,732 378,653 

生 田 緑 地 ゴルフ場 事 業 特 別 会 計 583,579 － 442,893 140,686 

小  計    519,339 

資金不足額合計    95,332 

資金剰余額合計    27,716,722 

資金不足・剰余額合計    27,621,390 

*1 実質赤字合計額 

一般会計及び公営企業会計以外の特別会計のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額である。

*2資金不足額合計額 

公営企業会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額である。

*3実質黒字合計額 

一般会計及び公営企業会計以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額である。

*4資金剰余額合計額 

公営企業会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額である。
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３ 実質公債費比率 

実質公債費比率は、第３－１表のとおりである。 

第 ３－１ 表 実質公債費比率 

    （単位：千円、％） 

項    目 26 年度 25 年度 24 年度 23 年度 

地方債の元利償還金(A) 32,172,601 32,886,931 32,559,088 38,108,925 

地方債の準元利償還金(B) 52,784,991 51,702,335 51,926,627 49,953,394 

地方債償還に充当される 

特定財源*1(C) 
22,596,415 20,881,793 20,313,267 21,741,553 

元利償還金・準元利償還金に係

る基準財政需要額*2 算入額(D) 
42,179,590 42,140,167 41,302,223 40,358,843 

標準財政規模(E) 303,846,781 303,205,524 299,201,763 295,275,357 

(A+B)-(C+D) 20,181,587 21,567,306 22,870,225 25,961,923 

(E-D) 261,667,191 261,065,357 257,899,540 254,916,514 

実質公債費比率（単年度） 

(((A+B)-(C+D))/(E-D)×100) 
7.71269 8.26127 8.86788 10.18448 

26 年度実質公債費比率 

（過去３か年平均値） 
8.2  

25 年度実質公債費比率 

（過去３か年平均値） 
 9.1 

早期健全化基準 25.0  

財政再生基準 35.0  

（注）実質公債費比率（単年度）は小数第６位を四捨五入している。 

２６年度実質公債費比率及び２５年度実質公債費比率は小数第２位を切り捨てている。 

＜算定式＞ 

実質公債費比率 ＝

地方債の元利償還金＋準元利償還金 －                

     （特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

   標準財政規模－ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

実質公債費比率は、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準

財政規模に対する比率である。 

過去３年間の単年度の実質公債費比率を平均して算出した当年度の実質公債

費比率は 8.2％となり、早期健全化基準である 25.0％を 16.8 ポイント下回って

いる。 

当年度の実質公債費比率（過去３か年平均値）は、前年度に比べ 0.9 ポイント

改善し、単年度の実質公債費比率をみると、当年度は前年度に比べ 0.54858 ポイ

ント改善している。これは主に地方債の元利償還金(A)が 321 億 7,260 万円とな

り、前年度に比べ 7 億 1,433 万円減少したこと及び特定財源(C)が 225 億 9,641

万円となり、17 億 1,462 万円増加したことなどによるものである。単年度の実質
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公債費比率は平成１９年度から改善が続いている。 

地方債の元利償還金(A)の内訳を示すと第３－２表のとおりである。 

第 ３－２ 表 地方債の元利償還金 

      （単位：千円） 

項    目 26 年度 25 年度 24 年度 23 年度 

一般会計等に係る公債費(a) 104,226,486 116,624,282 90,358,475 127,149,622 

繰上償還額及び借換債を財源と 
して償還した額(b) 

92,663 2,276,598 101,506 2,595,269 

満期一括償還地方債の元金に係 
る分(c) 

72,859,345 82,205,686 58,939,011 88,857,743 

利子支払金のうち減債基金の運 
用利子を財源とするもの(d) 

1,200,000 1,000,000 － － 

減債基金積立不足を考慮して算 
定した額(e) 

2,098,123 1,744,933 1,241,130 2,412,315 

地方債の元利償還金 
 (a-b-c-d+e=A) 

32,172,601 32,886,931 32,559,088 38,108,925 

地方債の準元利償還金(B)の内訳を示すと第３－３表のとおりである。 

第 ３－３ 表 地方債の準元利償還金 

      （単位：千円） 

項    目 26 年度 25 年度 24 年度 23 年度 

満期一括償還地方債の１年当たり 
の元金償還金に相当するもの（年 
度割相当額） 

37,529,276 36,731,055 36,003,835 34,532,138 

公営企業債の償還の財源に充て 
たと認められる一般会計等からの 
繰入金 

14,317,708 14,138,478 15,167,504 14,730,253 

一部事務組合等の起こした地方 
債に充てたと認められる補助金又 
は負担金 

－ － － － 

債務負担行為に基づく支出のうち 
公債費に準ずるもの 

938,007 832,802 755,288 691,003 

一時借入金利子（繰替運用を除 
く。） 

－ － － － 

地方債の準元利償還金 

合計（B） 
52,784,991 51,702,335 51,926,627 49,953,394 

地方債の準元利償還金(B)は 527 億 8,499 万円となっており、前年度に比べ 10

億 8,265 万円増加している。 

*1 特定財源 

使途が特定されている財源。実質公債費比率算定に当たっては地方債償還に充当することをあらかじめ

想定されていたものを指す。 

*2 基準財政需要額 

普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的、かつ、妥当な水準により行政サービス

を行う場合又は標準的な施設を維持するための財政需要を一定の方法により算定した額である。 
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４ 将来負担比率 

将来負担比率は、第４表のとおりである。 

第 ４ 表 将来負担比率 

（単位：千円、％） 

項   目 
金   額 

前年度比 
26 年度 25 年度 比較増△減 

将来負担額

(a+b+c+d+e+f+g+h=A) 
1,314,124,395 1,304,991,129 9,133,266 100.7 

当年度末一般会計等地

方債現在高(a) 
1,028,238,672 1,004,480,945  23,757,727 102.4 

債務負担行為に基づく支

出予定額*1(b) 
22,062,468 22,282,571 △ 220,103 99.0 

一般会計等以外の特別

会計に係る地方債償還に

充てるための一般会計等

からの繰入見込額(c) 

185,999,574 197,375,701 △ 11,376,127 94.2 

組合等が起こした地方債

の償還に係る負担等見込

額*2(d) 

－ － － …

退職手当支給予定額に

係る一般会計等負担見込

額(e) 

77,229,944 80,047,085 △ 2,817,141 96.5 

設立法人の負債の額等に

係る一般会計等負担見込

額*3 (f) 

593,737 804,827 △ 211,090 73.8 

連結実質赤字額(g) － － － …

組合等連結実質赤字額

相当額のうち一般会計等

負担見込額*4(h) 

－ － － …

充当可能財源等(i+j+k=B) 1,012,409,619 1,013,685,991 △ 1,276,372 99.9 

充当可能基金額*5(i) 209,038,626 197,745,576  11,293,050 105.7 

特定歳入見込額*6(j) 279,343,723 281,095,667 △ 1,751,944 99.4 

地方債現在高等に係る基

準財政需要額算入見込

額(k) 

524,027,270 534,844,748 △ 10,817,478 98.0 

標準財政規模(C) 303,846,781 303,205,524  641,257 100.2 

元利償還金・準元利償還金

に係る基準財政需要額算入

額(D) 

42,179,590 42,140,167 39,423 100.1 

A-B 301,714,776 291,305,138 10,409,638 103.6 

C-D 261,667,191 261,065,357 601,834 100.2 

将来負担比率 

((A-B)/(C-D))×１00) 
115.3 111.5 

早期健全化基準 400.0   
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＜算定式＞ 

将来負担比率 ＝
将来負担額－充当可能財源等

   標準財政規模－ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

充当可能財源等 ＝充当可能基金額＋特定歳入見込額 

＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 

将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に

対する比率である。 

当年度の将来負担比率は 115.3％であり、前年度に比べ 3.8 ポイント上昇した

ものの、早期健全化基準である 400.0％を下回っている。 

これは主に一般会計等以外の特別会計に係る地方債償還に充てるための一般

会計等からの繰入見込額(c)が減少したものの、当年度末一般会計等地方債現在

高(a)が増加したしたことなどにより、将来負担額(A)が前年度に比べ 91 億 3,326

万円増加したこと、また、将来負担額として計上されている地方債の償還額等に

対し充当することができる充当可能基金額(i)が増加したものの地方債現在高等

に係る基準財政需要額算入見込額(k)及び特定歳入見込額(j)が減少したことに

より、充当可能財源等(B)が前年度に比べ 12 億 7,637 万円減少したことによるも

のである。 

*1 債務負担行為に基づく支出予定額 

債務負担行為として予算に計上している支出予定額のうち、一般会計等において実質的に負担するこ

とが見込まれる額で、地方債をその財源とすることができる経費（地方財政法第5条各号の経費等）に

係るものである。その支出額が算定時点において確定しているもののみを算定する。 

*2 組合等が起こした地方債の償還に係る負担等見込額 

当該団体が加入する地方公共団体の組合等が起こした地方債の元金償還に充てるため、当該団体の一

般会計等において負担又は補助が必要と認められる額である。 

*3 設立法人の負債の額等に係る一般会計等負担見込額 

地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務

のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額である。 

*4 組合等連結実質赤字額相当額のうち一般会計等負担見込額 

本市が加入する組合等の連結実質赤字額に相当する額のうち、本市の一般会計等で実質的に負担する

ことが見込まれる額である。 

*5 充当可能基金額 

本市が設置する基金のうち、将来負担額として計上されている地方債の現在高等に対して、その償還

財源とすることができる基金の額である。 

*6 特定歳入見込額 

将来負担額として計上されている地方債の現在高等に対して、その償還財源に充てることができる歳

入の見込額である。
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５ まとめ 

当年度の健全化判断比率の各比率は、全てにおいて早期健全化基準を下回って

いた。 

実質赤字比率及び連結実質赤字比率については実質赤字及び連結実質赤字が

生じていないため、各比率は算出されていない。 

一般会計等が負担する地方債の元利償還金等の標準財政規模に対する比率を

示す実質公債費比率は、地方債の元利償還金が減少したことなどにより前年度か

ら低下している。 

また、一般会計等が将来負担すべき地方債等の実質的な負債の標準財政規模に

対する比率を示す将来負担比率は、将来負担額として計上されている当年度末一

般会計等地方債現在高が増加したこと、また将来負担額に充てることが見込まれ

る充当可能財源等が減少したことなどにより前年度に引き続き上昇している。 

健全化判断比率が公表された平成１９年度以降の実質公債費比率及び将来負

担比率は、早期健全化基準を継続して下回っているものの、前述のとおり将来負

担比率が２年連続して上昇していることを踏まえ、引き続き、持続可能な財政基

盤の確立に向けた取組を進めるとともに、将来負担を勘案した中長期的な視点に

立った行財政運営に取り組まれたい。 
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平成２６年度川崎市資金不足比率審査意見 

第１ 審査の対象 

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

第２ 審査の方法 

審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類に

ついて、特別会計（卸売市場事業特別会計、港湾整備事業特別会計及び生田緑地

ゴルフ場事業特別会計に限る。）及び公営企業会計に係る決算の審査対象とされた

書類を照合するとともに、企業管理者等の説明を聴取し、その適正性について審

査した。 

第３ 審査の期間 

平成２７年６月４日から同年８月７日まで 

第４ 審査の結果 

審査に付された資金不足比率は、法令の規定に従って適正に算定されていた。

また、算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成されているものと認

められた。 
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資金不足比率の状況 

（単位：％）  

会   計   名 26 年度 25 年度 経営健全化基準 

病 院 事 業 会 計 ― ― 

20.0  

下 水 道 事 業 会 計 ― ― 

水 道 事 業 会 計 ― ― 

工 業 用 水 道 事 業 会 計 ― ― 

自 動 車 運 送 事 業 会 計 1.2 ― 

卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 ― ― 

港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 ― ― 

生田緑地ゴルフ場事業特別会計 ― ― 

（注）資金不足がない場合、資金不足比率は算出されない。 

地方公共団体は、公営企業において資金不足比率が経営健全化基準以上である場合、経営

健全化計画を定めなければならない。 

資金不足比率は、公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率である。 

自動車運送事業の資金不足比率は1.2％で、経営健全化基準の20.0％を下回った。 

病院事業会計、下水道事業会計、水道事業会計、工業用水道事業会計、卸売市場事業特別

会計、港湾整備事業特別会計及び生田緑地ゴルフ場事業特別会計は、資金不足が発生しなか

ったため資金不足比率は算出されなかった。 

各会計の資金不足比率の審査結果は、次のとおりである。 
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１ 地方公営企業法適用企業 

＜算定式＞ 

資金不足比率 ＝
  資金不足額  

事 業 規 模

事業規模   ＝ 営業収益の額－受託工事収益の額 

（１）病院事業会計 

当年度の資金不足比率は、資金不足額(A)がマイナス 50 億 2,165 万円となり、資金不

足が発生しなかったため算出されなかった。 

(単位：千円、％)

区   分 
金   額 

前年度比 
26 年度 25 年度 比較増△減 

 資金不足額(a+b-c=A) △ 5,021,659 △ 4,863,490 △ 158,169 103.3 

  流動負債等*1(a) 4,930,209 5,011,589 △ 81,380 98.4 

  算入地方債現在高*2(b) － －  － … 

  流動資産等*3(c) 9,951,868 9,875,079 76,789 100.8 

 事業規模(B)  32,727,386 32,741,760 △ 14,374 100.0 

 (A/B×100) △ 15.3 △ 14.8   

 資金不足比率  －  － 

経営健全化基準*4 20.0

（注）資金剰余額がある場合、資金不足額は負の値で表示される。この場合資金不足比率は算

出されない。以下の表について同じ。

（２）下水道事業会計 

当年度の資金不足比率は、資金不足額(A)がマイナス 42 億 4,682 万円となり、資金不

足が発生しなかったため算出されなかった。 

(単位：千円、％)

区   分 
金   額 

前年度比 
26 年度 25 年度 比較増△減 

 資金不足額(a+b-c=A) △ 4,246,820 △ 3,377,591 △ 869,229 125.7 

  流動負債等(a) 11,736,764 13,860,963 △ 2,124,199 84.7 

  算入地方債現在高(b) － － － … 

  流動資産等(c) 15,983,584 17,238,554 △ 1,254,970 92.7 

 事業規模(B)  34,372,185 34,284,421 87,764 100.3 

 (A/B×100) △ 12.3 △ 9.8   

 資金不足比率 － － 

経営健全化基準 20.0
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（３）水道事業会計 

当年度の資金不足比率は、資金不足額(A)がマイナス 101 億 8,970 万円となり、資金不

足が発生しなかったため算出されなかった。 

(単位：千円、％)

区   分 
金   額 

前年度比 
26 年度 25 年度 比較増△減 

資金不足額(a+b-c=A) △ 10,189,706 △ 12,566,000 2,376,294 81.1 

  流動負債等(a) 8,637,998 7,407,568 1,230,430 116.6 

  算入地方債現在高(b) － － － … 

  流動資産等(c) 18,827,704 19,973,568 △ 1,145,864 94.3 

 事業規模(B)  27,834,682 28,304,745 △ 470,063 98.3 

 (A/B×100) △ 36.6 △ 44.3 

 資金不足比率 － － 

経営健全化基準 20.0   

（４）工業用水道事業会計 

当年度の資金不足比率は、資金不足額(A)がマイナス 77 億 3,919 万円となり、資金不

足が発生しなかったため算出されなかった。 

(単位：千円、％)

区   分 
金   額 

前年度比 
26 年度 25 年度 比較増△減 

 資金不足額(a+b-c=A) △ 7,739,198 △ 8,488,283 749,085 91.2 

  流動負債等(a) 1,878,154 821,356 1,056,798 228.7 

  算入地方債現在高(b) － － － … 

  流動資産等(c) 9,617,352 9,309,639 307,713 103.3 

 事業規模(B)  7,011,674 7,015,795 △ 4,121 99.9 

 (A/B×100) △ 110.3 △ 120.9   

 資金不足比率 － － 

経営健全化基準 20.0   
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（５）自動車運送事業会計 

当年度の資金不足比率は、1.2％となり、資金不足比率が公表された平成１９年度以降

初めて算出されたが、経営健全化基準の 20.0％は下回った。これは、前年度に比べ流動

資産等が 4,690 万円（3.4％）増加したものの、流動負債等が 1 億 8,261 万円（13.8％）

増加したことにより、資金不足額(A)が 9,533 万円となったことによるものである。

(単位：千円、％)

区   分 
金   額 

前年度比 
26 年度 25 年度 比較増△減 

 資金不足額(a+b-c=A) 95,332 △ 40,383 135,715 △ 236.1 

  流動負債等(a) 1,505,465 1,322,849 182,616 113.8 

  算入地方債現在高(b) － － － … 

  流動資産等(c) 1,410,133 1,363,232 46,901 103.4 

 事業規模(B)  7,782,041 7,596,795 185,246 102.4 

 (A/B×100) 1.2 △ 0.5   

 資金不足比率 1.2  －

 経営健全化基準 20.0   

*1 流動負債等 

流動負債の額から控除すべき企業債、未払金等を控除した額である。 

*2 算入地方債現在高 

建設改良費以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高である。 

*3 流動資産等 

流動資産の額から控除すべき財源等を控除した額である。 

*4 経営健全化基準 

公営企業の経営の健全化を図るべき基準として政令で定める数値である。地方公共団体は、資金不足

比率が経営健全化基準以上である場合、経営健全化計画を定めなければならない。
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２ 地方公営企業法非適用企業 

＜算定式＞ 

資金不足比率 ＝ 
  資金不足額  

事 業 規 模

事業規模   ＝ 営業収益に相当する額－受託工事収益に相当する収入の額 

（１）卸売市場事業特別会計 

当年度の資金不足比率は、資金不足、資金剰余ともに発生しなかったため算出されな

かった。 

(単位：千円、％) 

区   分 
金   額 

前年度比 
26 年度 25 年度 比較増△減 

 資金不足額(a+b-c=A) － － － … 

  歳出額(a) 1,374,242 2,465,047 △ 1,090,805 55.7 

  算入地方債現在高(b) － － － … 

  歳入額等(c) 1,374,242 2,465,047 △ 1,090,805 55.7 

 事業規模(B)  804,088 868,367 △ 64,279 92.6 

 (A/B×100) － － 

 資金不足比率 － － 

経営健全化基準 20.0 

（２）港湾整備事業特別会計 

当年度の資金不足比率は、資金不足額(A)がマイナス 3億 7,865 万円となり、資金不足

が発生しなかったため算出されなかった。 

(単位：千円、％) 

区   分 
金   額 

前年度比 
26 年度 25 年度 比較増△減 

 資金不足額(a+b-c=A) △ 378,653 △ 20,571 △ 358,082 … 

  歳出額(a) 3,347,732 2,760,882 586,850 121.3 

  算入地方債現在高(b) － － － … 

  歳入額等(c) 3,726,385 2,781,453 944,932 134.0 

 事業規模(B)  740,178 696,210 43,968 106.3 

 (A/B×100) △ 51.1 △ 2.9   

 資金不足比率 － －

経営健全化基準 20.0   
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（３）生田緑地ゴルフ場事業特別会計 

当年度の資金不足比率は、資金不足額(A)がマイナス 1億 4,068 万円となり、資金不足

が発生しなかったため算出されなかった。 

(単位：千円、％) 

区   分 
金   額 

前年度比 
26 年度 25 年度 比較増△減 

 資金不足額(a+b-c=A) △ 140,686 △ 229,255 88,569 61.4 

  歳出額(a) 442,893 722,525 △ 279,632 61.3 

  算入地方債現在高(b) － － － … 

  歳入額等(c) 583,579 951,780 △ 368,201 61.3 

 事業規模(B)  362,057 349,598 12,459 103.6 

 (A/B×100) △ 38.8 △ 65.5   

 資金不足比率 － －

経営健全化基準 20.0   

３ まとめ 

当年度は、自動車運送事業会計において、資金不足比率が公表された平成１９年度以

降初めて資金不足が発生し、資金不足比率は 1.2％となった。経営健全化基準 20.0％は

下回っているものの、適正に資金管理を行うとともに、着実な経営改善に努められたい。 

自動車運送事業会計以外の全ての会計において資金不足が発生していないため、資金

不足比率は算出されていない。これらの会計においては、資金需要の的確な把握に努め

るとともに、安定した経営基盤の構築を望むものである。 


